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【米国】
IMOネットゼロフレームワークに対する
米国の対応とその背景について

１．はじめに
2025年10月14日から17日まで開催された国際海事機関（IMO）

海洋環境保護委員会（MEPC）臨時会合において、国際海運か
らの温室効果ガスの排出ゼロ目標の実現に向けた国際的な枠組み
である「IMO Net Zero Framework（NZF）」の採択が行われ
る見込みであったが、各国意見が収束しなかったため採択には至
らず、１年以内に再度臨時会合を開催し、採択のための審議を行
うこととなった。

臨時会合開催にあたり、米国政府は、2025年８月にNZFに
対する反対声明を発表し、同枠組みを支持する国に対する報復措
置をほのめかすとともに、臨時会合開催直前の10月10日には
船舶の入港禁止やビザ発給の制限などの具体の報復措置を例示し
ながら、再度、NZFへの反対を表明した。

本稿では、NZFの概要、NZFに対する米国の対応とともに、
その背景の一つと考えられる米国のエネルギー政策の転換等を概
説する。

２．IMF Net Zero Framework（NZF）について

2.1 背景
国際海運は世界の貿易量の約80％を担い、温室効果ガス（GHG）

排出量においては世界全体の約２～３％程度を占める。世界的な
脱炭素化の国際海運におけるGHG削減に向け、2023年７月、
IMOは、2018年に策定した戦略を強化し、目標を前倒しした

「2023 IMO GHG 削減戦略」を採択し、「2050年頃までに
GHG排出ゼロ」等を掲げ、具体的な措置を検討してきた。

2.2 NZFの概要
当該具体的な措置として、IMOでは、（１）「船舶の使用燃料

のGHG強度規制（使用燃料を段階的にGHG排出量の少ない代
替燃料に転換する制度）」、（２）「IMOネットゼロ基金による船
舶の脱炭素化促進（ゼロエミッション燃料船の導入に経済的イン
センティブを与える制度）」を含む新たな規制枠組の導入が検討
されてきた。これら（１）及び（２）の制度を総称して、Net 
Zero Framework（NZF）１）と呼んでおり、以下それぞれの制
度を概説する。

（１）船舶の使用燃料のGHG強度規制
総トン数5,000トン以上の外航船舶を対象に、2028年以降、

各船舶が年間に使用する燃料によって決まるGHG強度（エネル
ギー当たりのGHG排出量）を規制し、段階的に強化していくも
のであり、GHG排出量の少ない代替燃料への転換を促すことを
目的としている。

規制は、2008年の GHG 強度の平均値をベースラインとし
て、目標の達成に向け遵守されなければならない「基準値②」
と、各船舶が目指すべきより削減率の大きい「基準値①」の２種
類が設定され、当該値を達成できない船舶には以下の義務が課せ
られる１）。

図-1　NZFイメージ（資源エネルギー庁審議会資料２）より抜粋）
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①「基準値②」を達成したものの、「基準値①」を達成しなかった船舶
・�基準値①を超過した部分のGHG排出量１トン当たり100ド

ルの負担金を支払うこと。
②「基準値①」を達成しなかった船舶

１）�基準値①を超過した部分のGHG排出量１トン当たり100
ドルの負担金を支払うこと。

２）以下のいずれかの措置を講ずること
・�基準値②を超過した部分の GHG 排出量１トン当たり

380ドルの負担金を支払うこと。
・�他の船舶が基準値①を達成した際の余剰分を融通するこ

と。（過去２年間に基準値を達成した際の余剰分と相殺す
ることも可能）

（２）IMOネットゼロ基金による船舶の脱炭素化促進
IMOに（１）に基づき支払われる拠出金を財源とする「ネッ

トゼロ基金」を設立し、同基金からゼロエミッション燃料等の使
用した船舶に対して報償金を支給する。報償金の規模について
は、別途、IMOにおいて検討・決定し、５年ごとに見直しを行
うこととされている。当該報償金の支給によって従来燃料とゼロ
エミッション燃料との価格差が縮小されることにより早期の燃料
転換にインセンティブが生まれ、ゼロエミッション船の早期普及
等が期待されている。

なお、ネットゼロ基金は、後発開発途上国及び島嶼国の船舶の
燃料転換に資するプロジェクト等への支援を決定する役割も有し
ている。

2025年４月に開催されたIMO第83回MEPCでは、上記を
含むMARPOL条約附属書VIの改正案が賛成多数で承認され、
同年10月に開催される臨時会合で採択を目指すこととされた。

３．NZFに対する米国の対応
NZFの前提となる「2023 IMO GHG削減戦略」は全会一致

で採択されていたが、米国は、2025年４月に開催された第83
回MEPCにおけるNZF審議の際には同案に反対の姿勢を示し、
交渉や投票に参加しなかったと報じられている。こうした中、
10月のMEPC臨時総会の開催を前にした８月及び10月に複数
閣僚連名で反対声明を発出し、NZFを支持する国々へのけん制
を行った。

3.1 �国務長官・商務長官・エネルギー長官・運輸長官
による共同声明（2025年８月）３）

2025年８月12日、ルビオ国務長官、ラトニック商務長官、
ライト エネルギー長官、ダフィー運輸長官の４閣僚連名で、
NZF案に反対する共同声明「Joint Statement on Protecting 
American Consumers and Shipping Industries by Defeating 
the International Maritime Organization’s “Net-Zero 
Framework” aka Global Carbon Tax」を発表した。当該共同
声明では、「トランプ大統領は、米国に不当又は不公平な負担を
課し、米国国民の利益を害する国際的な環境枠組は受け入れられ
ない点を明確にしてきた」と述べた上で、
・NZFの下で定められる燃料基準は、地球規模では利用不可能な

高価な燃料の使用を求めることで中国を利するものであること、
また、米国産業が優位性を有するLNGやバイオ燃料などの低

炭素燃料などの確立された技術を排除しうるものであること。
・この枠組みの下では、達成不可能な基準や排出量目標を達成で

きなかった船舶は負担金を支払わなければならず、エネルギー、
交通、レジャークルーズの費用の上昇につながること。
を理由に、IMO加盟国に対して、本枠組みに対する反対の行

動を求めるとともに、米国は米国国民の利益を守るために報復措
置や救済策を検討することをためらわないと述べた。なお、ここ
で指す「地球規模では利用不可能な高価な燃料」とは、水素・
アンモニアなどのゼロエミッション燃料を指すものと解される。

3.2 �国務長官・エネルギー長官・運輸長官による共同
声明（2025年10月）４）

MEPC臨時会合を翌週に控える中、10月10日には、「Taking 
Action to Defend America from the UN’s First Global Carbon 
Tax - the International Maritime Organization’s（IMO）
“Net-Zero Framework”（NZF）」と題する国務長官・エネル
ギー長官・運輸長官連名の共同声明が発表した。同声明では８月
の声明と同様、NZFの導入によりコスト上昇が見込まれる点を
指摘し、各国に対して NZF の採択への反対を呼びかけつつ、
NZFを支持する国に対しては以下の行動を検討している旨を明
らかにした。
・特定の旗国による反競争的行為に対抗するための調査を進め、

必要に応じて規制の導入を検討し、当該国に登録された船舶の
米国港湾への入港を禁止する可能性を検討すること。

・C-1/D船員ビザについて、手数料や審査処理の増額、再面接の
義務化、または割当数の見直しなどを含むビザ制限を課すこと。

・米国政府との契約（新造商船、液化天然ガス（LNG）ターミ
ナルおよびインフラ等）に関連して、NZFを支持する国の旗
を掲げる船舶に対して商業的な制裁やその他の金銭的罰則を課
すこと。

・NZFを支持する国が所有・運航・登録する船舶に対して追加
の港湾使用料を課すこと。

・米国国民に負担をかけるような活動家主導の気候政策を推進す
る当局者に対して制裁を科すことなど、その他の措置を検討す
ること。
米国が例示した措置の中には、NZF支持国が保有・運航する

船舶のみならず、当該国籍船に対する措置も含まれており、例え
ば、日本の観点からは、日本のみならず、日本商船隊が運航する
船舶の船籍国（パナマ、リベリア等）に対する措置にも影響を受
け得ることが想定された。

４．臨時会合の結果

4.1 会合の推移
臨時会合においては、米国は、採択後の受諾手続きの変更提案

を行い、採択の遅延を図ろうとしたとされている。具体的には、
改正案の採択後、一定の期間内に所定の反対（異議）通知が得ら
れなければ受諾されたものと自動的にみなされる「黙示的受諾

（implicit acceptance）」ではなく、締約国が「我が国はこの
改正を受諾する」旨の通知を提出し、所定数が通知を行って初め
て受諾される「明示的受諾（explicit acceptance）」に変更す
べき旨の提案を行い、サウジアラビアがこれに賛同した５）。一
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方、デンマーク、カナダ、オーストラリア、EU、ブラジルなど
の国はこれに反対の姿勢を取った。

また、会期中の10月16日、トランプ大統領はSNSに「米国は、
海運に対する国際的な環境詐欺新税（Global Green New Scam 
Tax）はいかなる形でも受け入れない。米国国民や消費者に負担
を強いるような価格上昇や、「グリーンの夢」を実現するために
税金を浪費する新たな官僚組織の創設は、我々は絶対に容認しな
い。アメリカと共に立ち上がり、明日ロンドンで反対票を投じ
よ」と投稿し６）、再度NZFに対する反対の姿勢を明確にした。

賛成国・反対国との間で意見の隔たりが依然残る中、会合最終
日には、シンガポールから、会合を１年間休会とする（採択を１
年間延期する）旨の動議が行われ、サウジアラビアが投票を求
め、賛成57か国、反対49か国と賛成多数で議決された７）。な
お、日本は棄権をしたと報じられている８）。

4.2 次回会合に向けた動き
上記議決に基づき、次回会合は2026年に開始される見込み

となっており、この間、加盟国は、NZFを履行するためのガイ
ドラインの検討を継続することとしている。

５．米国のエネルギー政策の転換について
今回の米国の反対の背景には何があるのだろうか。反対声明で

は複数の理由を挙げているが、本項では、トランプ政権後のエネ
ルギー政策の転換を取り上げ、当該反対声明との関係性を見てい
くこととしたい。

5.1 �トランプ大統領就任日の大統領令等で示されたエ
ネルギー政策の転換

トランプ大統領は、大統領就任日である１月20日、５つのエ
ネルギー政策に関連する大統領令・覚書を署名・公表した。
・「国際環境協定において『アメリカ第一』を優先する」
・「国家エネルギー緊急事態宣言」
・「アメリカのエネルギーを解放する」
・「アラスカの並外れた資源ポテンシャルを解き放つ」
・「外洋大陸棚における洋上風力リースの撤回及び風力プロジェ

クトに関する連邦政府のリースと許可手続きの見直し」
（覚書）
これらの大統領令等により、前政権からの政策を転換し、「国

際環境協定からの離脱」、「化石燃料をはじめとするエネルギー資
源の生産拡大」、「再生可能エネルギーの導入促進の見直し」など
の方針が示された。

図-2　MEPC臨時会合の様子（IMO HPより）

5.1.1 国際環境協定からの離脱
「国際環境協定において『アメリカ第一』を優先する」と題す

る大統領令９）では、まず、「近年、米国は、わが国の価値観や経
済、環境目標の追求における貢献を反映していない国際協定やイ
ニシアチブに形式的に参加してきた。また、これらの協定は、財
政支援を必要としない又はそれに値しない国々に米国の納税者の
税金を誘導している」と述べた上で「国際協定は米国に不当又は
不公平な負担を課してはならない」とし、主に次の５つの措置を
取ることを発表している。
・気候変動枠組み条約に基づくパリ協定から離脱する通告を直ち

に国連に提出すること。米国はこの通告をもって同協定からの
離脱が即時発効するものと見なすこと

・気候変動枠組み条約に基づいて締結されたあらゆる条約、協
定、合意、または類似する約束からも離脱することを、国連に
対して直ちに書面で通知すること

・気候変動枠組み条約に基づいて行ったあらゆる財政的な約束を
直ちに中止・撤回すること

・途上国への気候変動対策資金の拠出を目的としてバイデン前政
権下で策定された米国国際気候資金計画を即時撤回すること

・今後のエネルギーに関する全ての対外活動で、経済効率、米国
の繁栄の促進、消費者の選択、財政抑制を優先すること
これを受け、１月27日、アメリカは国際連合に対して、パリ

協定からの離脱を通知した。本大統領令で用いられている「米国
に不当又は不公平な負担を課す（unduly or unfairly burden the 
United States）」という文言は、NZF に対する反対声明でも
用いられており、米国側のNZFをめぐる一連の対応は、本大統
領令に即したものと理解することができる。

また、こうした各国に一定の負担を課しうる国際的な環境の枠
組みに対する反対の姿勢は海運にとどまらず、他の運輸モードに
も見られる。例えば、ショーン・ダフィー運輸長官は、2025年９
月23日の国際民間航空機関（ICAO）第42回総会において、

「ICAOは長年にわたり本来の使命を超え、社会プログラムや気
候ファイナンスなど、安全・保安・効率とは無関係な分野にまで
手を広げ、重要な資源を浪費してきた」とICAOの気候変動の取
組に対する批判的なコメントを示し、ICAOの改革がなされなけ
れば、米国としての支援を再考する可能性も示唆した10）。

図-3　2025年１月、大統領令に署名するトランプ大統領
� （Ｘ（The White House）11）より）
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5.1.2 化石燃料をはじめとするエネルギー資源の生産拡大
「国家エネルギー緊急事態宣言」12）と題する大統領令では、

米国のエネルギー及び重要鉱物の生産等に関する能力が国家の需
要を満たすには著しく不十分であり、エネルギー価格高騰や、敵
対国への依存などの脅威にさらされているとの認識を示した上
で、国家緊急事態を宣言し、関係機関に対して、資源開発に必要
な許認可手続きの承認等の措置を講ずることを命じている。

また、「アメリカのエネルギーを解放する」13）と題する大統
領令では、米国の手頃で信頼できるエネルギーと天然資源を解放

（unleash）することが国家利益であり、この政策転換が国民の
繁栄と国家の安全保障を復活させると宣言し、以下の政策方針を
示している。
・重要鉱物（レアアースなど）の生産・加工能力を強化し、サプ

ライチェーン強化と地政学リスク低減を図る。
・経済安全保障及び国家安全保障の観点から、あらゆる州と地域

で信頼できるエネルギー供給を確保する。
・原油、天然ガス、石炭、水力、バイオ燃料、重要鉱物、核エネ

ルギー資源などのエネルギー開発の負担となる規制や政策など
を見直す。

・電気自動車（EV）義務化を廃し、消費者の選択を尊重するも
のとし、ガソリン車などを不利にする政策をやめる。
加えて、「アラスカの並外れた資源ポテンシャルを解き放つ」14）

と題する大統領令においては、天然ガスを含むアラスカの資源開
発を促進するため、各省庁に対して許認可制度等の規制緩和など
の措置を講ずることを求めた。

5.1.3 再生可能エネルギーの導入促進の見直し
トランプ政権は、国内資源の生産拡大に舵を切る一方、バイデン

政権下で推進された再生可能エネルギーの導入の見直しを行って
いる。「外洋大陸棚における洋上風力リースの撤回及び風力プロ
ジェクトに関する連邦政府のリースと許可手続きの見直し」15）と
題する関係省庁長官連名の覚書では、洋上風力発電プロジェクト
の用に供するために事業者に付与していた大陸棚のリース権を撤
回するとともに、陸上・洋上を問わず、風力発電プロジェクトの
新規・更新の「承認・権利供与・許可・リース・貸付・融資」な
どを、包括的見直しが完了するまで停止することとした。

5.2 One Big Beautiful Bill Act
5.1で述べた政策転換は、７月４日に成立した「One Big 

Beautiful Bill Act（OBBBA）」により、その具体的な手段が
講じられている。特に、バイデン政権下で成立したインフレ抑制
法（IRA）に基づき講じられてきた各種税額控除の縮小により、
再生可能エネルギーの導入促進の見直しが具体化されている16）。

5.2.1 風力・太陽光発電、クリーン水素製造に係る生産税額控除の縮小
風力・太陽光発電に係る生産税額控除・投資税額控除（45Y、

48E）について、最短でも2032年までに建設を開始した施設と
されていたものが、OBBBA制定から１年以内に建設開始され、
かつ、2027年末までに使用開始した施設と大幅に縮小された。

また、クリーン水素生産に係る生産税額控除（45V）について
も、風力・太陽光発電と同様、対象設備が2032年末までに建設開
始された設備から、2027年末に建設開始された設備に縮小された。

5.2.2 バイオ燃料に関する税額控除の維持
太陽光・風量発電、クリーン水素生産に対する税額控除の対象

が縮小される一方、バイオ燃料をクリーン燃料生産に対する生産
税額控除（45Z）は、その対象が2027年末までに生産・販売
された燃料から、2029年末までに生産・販売された燃料に延
長された。

以上のように、米国は、天然ガスやバイオ燃料などの米国内の
資源開発を推進する方針を示す一方、バイデン政権下で推進して
いた風力・太陽光発電及びクリーン水素生産に対する支援は早期
に建設を開始したものに対象が縮小している。

反対声明において、LNGやバイオ燃料を米国が優位性を有す
る低炭素燃料と述べている一方、水素・アンモニア等を念頭に

「地球規模では利用不可能な高価な燃料」と述べていることは、
大統領令やOBBBAで示されている政策の方針とも合致してい
ると考えられる。

なお、OBBBA では、CCUS（二酸化炭素回収・有効利用・
貯留）に関する税額控除（45Q）は、IRAで措置されたものと
変わらず、2032年末までに建設開始された施設に適用される
こととされ、化石燃料を原料とするクリーンエネルギー（ブルー
水素・アンモニア等）の生産については、当該税額控除を利用す
ることが引き続き可能と見込まれている。

６．終わりに
本稿では、NZFの概要に加え、今般のMEPCでの採択延期の

原因となった米国の反対声明の背景の一因と考えられる米国のエ
ネルギー政策の転換を概観した。

国際海運の脱炭素化は、日本の海事産業の競争力強化の契機と
して位置づけられていることから、その具体的な枠組みである
NZFの採択は我が国にとって必要不可欠である。

IMOでは、次回採択に向けて、NZFを履行するためのガイド
ラインの検討を継続することとしているが、今回の採決において
米国の動向が大きな影響を及ぼしたことを鑑みると、米国の主張
の背景を鑑みた説明や検討が必要と考えられる。

本稿で述べた通り、米国の反対声明では、LNGなど米国で生
産される燃料が排除され得ることや、NZFにより課される負担
金により米国国民のコストの上昇、負担金・報奨金を取り扱う新
たな官僚組織の創設などを理由に挙げている。

仮に、米国の懸念の重点が、LNGやバイオ燃料などの国内エ
ネルギー産業への影響に置かれている場合には、代替燃料への転
換のタイムラインとともに代替燃料の需要の見込みなどを示すこ
とが重要であると考えられる。

日本海事協会の解説資料では、燃料をLNGに転換した場合で
も負担金が課される試算が示されている一方、重油を使用した場
合よりも負担金の額は小さくなる17）ことから、舶用燃料として
のLNGの需要は当面の間、増加することも見込まれる18）。更に
は、米国では、天然ガスを原料とするブルーアンモニアの生産19）

や、アンモニアのバンカリング事業20）の検討が進められており、
代替燃料への転換が米国内に新たな事業機会を創出しうる。

一方、米国の懸念の重点が、NZFという国際枠組みにより負担
金を課されることそのものに置かれている場合には、世界単一の
ルールの下、負担金の設定及び報奨金の付与などの金銭的イン
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センティブを与えながら脱炭素投資を促していくというNZF制度
趣旨に対する懸念を意味するため、広範な検討が必要となりうる。

米国海事産業の再興の取組を含め、米国の政策動向が我が国の
運輸政策に大きく影響を与えている。引き続き、安全保障・エネ
ルギー政策などの関連政策も含め、米国の政策やその背景となる
米国内外の情勢を注視していく。
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